
■ 募集型企画旅行契約：この旅行はヒシダスポーツ観光㈱（以下「当社」という）が企画実施するもので、お客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行
契約」という）を締結することになります。

■ 旅行契約の申し込み：各お一人様の金額
旅行代金の額 ３０万円以上 １５万円以上 １５万円未満
申込金の額 5万円以上 ３万円以上 1万円以上

■ 旅行契約成立時点：当社らが契約の締結を承諾し申込金又は旅行代金を受理した時に成立します。（通信契約の場合を除く）
■ 旅行代金のお支払い：申し込み又は契約成立時以降、出発の前日より起算して 31日前迄にお支払い頂きます。
■ 旅行契約の解除：一定の場合を除き次に定める取消料をお支払い戴く事によって旅行契約を解除できます。（出発前日起算）＊海外に関しては別途ご案内

致します。
２１日前迄 ８日前迄 ３日前迄 前日 当日以降
無料 ２０％ ４０％ ５０％ １００％

■ 航空便並びに鉄道・船舶などの交通機関に関しては、上記の取消料とは別に一律＠５０００円の違約金を４５日前より頂きます。
■ 旅行内容・代金の変更：天変地異、運送･宿泊機関のサービスの中止等当社の関与し得ない事由で、又前述機関の運賃･料金の大幅な改訂により、旅行内容･

代金を変更する場合があります。尚、お客様の申し出により内容の変更がある場合は別途所要経費を頂きます。又お客様の都合で前述機関の利用人員が変
更になった場合は旅行代金を変更する場合もあります。

■ 特別補償：お客様が旅行中、生命･身体又は荷物に被られた一定の損害については予め定める額の補償金及び見舞金を支払います。
■ 当社の責任：当社は当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは損害を賠償します。
■ 旅程補償:当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金を支払います。詳しくは別途交付する詳細条件

書でお確かめ下さい。
■ 旅行条件要旨・旅行代金の基準日：この旅行条件要旨の基準日は、2026年 1月 20日です。

旅行代金はこの期日現在に有効なものとして公示されている航空運賃・通用規則を基準として算出
しています。

■ その他：旅行開始日に満 2歳以上 12歳未満の方は子供旅行代金が適用される場合もあります。幼児代金は旅行開始日当日に満 2歳の方で航空座席を使用し
ない場合に適用されます。尚、幼児代金には滞在地上費は含みません。

お客様へのお願い
●お客様は当社から提供される情報を活用し、お客様の権利･義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は
旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅
行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

個人情報の取り扱いについて
●当社及び受託旅行業者は旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様とのご連絡に利用させて頂く他、お客様がお申し込み
頂いた旅行において運送・宿泊機関等のサービス及びサービスを受領する為の手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。この他当社及び旅行取扱店では①
会社及び会社と連携する企業の商品サービス、キャンペーンのご案内。②旅行参加後のご意見ご感想の提供のお願い。③アンケートのお願い。④特典・サービ
スの提供。⑤統計資料の作成等に利用させて頂きます。

＊ただし

607-8134京都市山科区大塚北溝町２５－１０

090 8202 4153/ HP


